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平成27年８月６日 
 

皆さまからお寄せいただいた質問・要望について 

 

「県外自主避難者等への情報支援事業」では、皆さまのお困りごとや心配ごとについてのご相談

を受け付けることとしていますが、本年６・７月に開催した「支援情報説明会・交流会」にて、ご

参加の皆さまから質問・要望をお寄せいただきましたので、主な内容とその回答をご紹介します。 

№ 会場 質問・要望 回 答 

１ 東京 

「帰還・生活再建に向けた総合的な支援策」につい

て、今後どのようなスケジュールで詳細が決まる予定

でしょうか。 

（東京都における支援団体） 

 移転費用の支援については、年度内には補正予算を組んで支援を開

始したいと考えております。 

 民間賃貸住宅家賃の支援については、平成29 年度から取組むこと

としており、避難者の皆様や避難先都道府県、避難元市町村のご意見

をいただきながら検討を進めてまいります。 

 また、住宅確保については、現在実施されている子ども被災者支援

法による公営住宅の優先入居をはじめ、公営住宅等の確保に向け、国、

受入県、市町村等の協力を得ながら、検討を進めてまいります。 

 なお、コミュニティ強化については、現在も実施していますが、さ

らに力を入れて支援することを考えております。    （福島県） 

２ 東京 

高速道路の無料化について、母子家庭は対象外なの

でしょうか。 

（いわき市からの避難者） 

 原発事故により二重生活を強いられている家族の再会を支援する目

的で実施しているため、元々の母子家庭は対象外となります。 

 但し、発災以前から祖父母等が実質的に子どもの養育をしていたこと

を客観的に証明できる世帯で、震災により世帯分離が起きた場合は、

祖父母等も対象となります。              （復興庁） 

３ 東京 

「帰還・生活再建に向けた総合的な支援策」の「低

所得世帯等に対する民間賃貸住宅家賃への支援」につ

いて、支援の期間はどの位の予定でしょうか。また、

低所得者というのは、収入がいくら位の層を想定して

いるのでしょうか。   （いわき市からの避難者） 

詳細は今後の検討となりますが、複数年での支援を考えております。 

対象となる世帯についてもこれから検討していきます。 

（福島県） 

４ 新潟 

「移転費用の支援」とは引越し費用を補助いただく

という理解で良いでしょうか。 

 新潟県内で民間住宅などを借りて移転する場合の引

越し費用は持っていただけないのでしょうか。 

（郡山市からの避難者） 

移転費用の支援は、福島県に帰還する場合の引越し費用の支援を考

えております。 

（福島県） 

５ 新潟 

「ふくしま定住・二地域居住推進基盤再生事業」に

ついて内容を教えてください。 

（郡山市からの避難者） 

風評を払拭し、定住・二地域居住を推進するため、東京都に移住相

談窓口を設置するとともに、「ふくしまファンクラブ」（https://ww

w.pref.fukushima.lg.jp/sec/32031a/f-fanclub.html）の運営等

を通して、本県の正確な情報を発信する事業です。 

相談窓口では、住まいを含め種々の相談をうけることができます。 

（福島県） 

６ 新潟 

仮設・借上げ住宅の供与期間について、一律、打ち

切りということではなく、経済的に困窮している方へ

の支援を続けてほしい。 

（郡山市からの避難者） 

 除染やインフラ整備が進み、生活環境が整ってきており、災害救助

法に基づく応急救助の継続が難しい状況にある中、供与期間を全県一

律で更に１年延長しました。 

 避難指示区域外から避難されている方に対する平成29年4月以降

の対応については、現在の災害救助法とは別の枠組みでの支援策に移

行することとし、低所得世帯等に対する民間賃貸住宅家賃への支援を

複数年で実施する方向で検討を進めていきたいと考えております。 

（福島県） 

  

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32031a/f-fanclub.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32031a/f-fanclub.html
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№ 会場 質問・要望 回 答 

７ 新潟 

医療費の支援について、先般、福島県より甲状腺ガ

ンの方や、その疑いがある方への治療費を19歳以上に

も適用拡大との発表がありましたが、これは、今回の

原発事故と甲状腺ガンとの因果関係を福島県が認めた

ということでしょうか。 

（郡山市からの避難者） 

 「甲状腺検査サポート事業」は、県民健康調査の甲状腺検査におけ

る２次検査の結果、保険診療に移行して生じた経済的な負担を支援す

ることを目的として新たに実施するものです。 

 この事業は、原発事故によって実施することとなった県民健康調査

甲状腺検査の結果生じた経済的負担への支援であり、原発事故と甲状

腺ガンの因果関係があるから実施するというものではありません。 

（福島県） 

８ 新潟 

発災当時、お腹の中にいた子供は甲状腺検査の対象

になるのでしょうか。 

（郡山市からの避難者） 

平成２６年４月から実施されている二巡目の甲状腺検査（本格検査）

では、発災当時概ね１８歳以下であった全県民に加え、平成２３年４

月２日～平成２４年４月１日に生まれた方も対象となっていますの

で、発災当時お腹にいた子供は検査の対象となります。 

 なお、放射性ヨウ素は半減期が短い（８日間）ことから、平成２４

年４月2日以降に生まれた方は、検査の必要性が乏しく、対象とはな

っていません。                   （福島県） 

９ 岡山 

 避難当初、事情があって現在まで民間賃貸住宅に住

んでいる避難者について、今後の住宅支援の適用対象

となるのでしょうか。   （福島市からの避難者） 

民間賃貸住宅への支援については、適用対象も含め避難者の皆様の

意見や都道府県、市町村の意見をいただきながら検討を進めていきた

いと考えております。                （福島県） 

10 京都 

福島県の資料の中で、被曝に関することが一切書か

れていません。福島県としては、既に被曝のリスクは

無くなっているから帰還させてもよいと考えているの

でしょうか。      （南相馬市からの避難者） 

現在も多くの避難者の方が、放射線の不安を感じておられることは

承知しておりますので、今回の支援策のうち民間賃貸住宅への支援に

ついては、避難先自治体に留まる場合も含め検討を進めていきたいと

考えております。                  （福島県） 

11 京都 

なぜ、災害救助法に基づいてでしか支援が行えない

のでしょうか。子ども被災者支援法は使えないのでし

ょうか。 

（南相馬市からの避難者） 

子ども被災者支援法では、住宅の確保に関する支援を行うこととさ

れていますが、その具体的な内容については、政府に委ねられていま

す。政府としては、現在、子ども被災者支援法の理念の下、災害救助

法に基づいた応急仮設住宅の提供と公営住宅の入居の円滑化措置を行

っているところです。 

また、応急仮設住宅の提供終了に伴う措置については、福島県とよ

く相談してまいりたいと考えています。        （復興庁） 

12 京都 
被災者の意見を聞く場が無いように思います。 

（田村市からの避難者） 

 被災者の方々の状況やご意見などを伺うことは、非常に重要なこと

と認識しております。 

 復興庁では、「県外自主避難者等への情報支援事業」として説明会・

交流会を全国８ヶ所で開催し、復興庁職員が直接避難者の声を伺って

おります。また、その他様々な場を活用して、避難者の声を伺ってお

ります。                      （復興庁） 

13 京都 

京都府の場合はプレハブに住んでいる人はいないの

で、住宅支援を１年単位で決める必要は無いのではな

いでしょうか。 

（南相馬市からの避難者） 

災害救助法に基づく応急仮設住宅は、災害救助法の関連法により、

１年毎の延長になっており、生活の見通しが立てられないとの声があ

ることは承知しておりますので、民間賃貸住宅への支援については、

複数年を念頭に検討を進めたいと考えております。    （福島県） 

14 京都 

福島市の駅前に、以前はなかったモニタリングポス

トが設置されていました。これは、まだ危険があると

いうことの現れではないでしょうか。 

（福島市からの避難者） 

モニタリングポストは、継続して測定することで県民の方の安心感

を確保するとともに、異常時を迅速に把握するために、人が多く集ま

る場所や学校等の子供が利用する施設等に設置しているものです。 

測定結果は国の原子力規制庁ホームページや県のホームページ（福

島県放射能測定マップ）でご覧いただけます。           （福島県） 

15 京都 
除染の具体的な目標について教えてください。 

（国見町からの避難者） 

 除染作業による放射線量の低減目標は設定していませんが、除染、

モニタリング、食品の安全管理、健康不安対策等の総合的な対策によ

る放射線防護の長期目標として、個人が受ける追加被ばく線量が年間

１ミリシーベルト以下になることを目指しているところです。 

（環境省） 
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№ 会場 質問・要望 回 答 

16 京都 

新たな支援策において、コミュニティ強化を行うと

いうことですが、コミュニティ支援団体に対して助成

金が下りていないと聞きます。補助金の出し方につい

てはよく検討してほしい。  （郡山市からの避難者） 

 新たな支援策のコミュニティ強化については、検討を進めてまいり

ますが、少しでも多くの避難者にきめ細かな支援を提供できるよう努

めてまいります。    

（福島県） 

17 福岡 

民間賃貸住宅家賃への支援は、福島県に帰還する方

が対象でしょうか。避難先自治体で生活する方も対象

になるのでしょうか。      （郡山市からの避難者） 

 民間賃貸住宅への支援については、避難先に留まる場合も対象とす

る方向で検討を進めたいと考えております。 

（福島県） 

18 北海道 

甲状腺検査の充実による医療費の支援について、 

福島県指定外の病院で検査を受けてガンが判明した場

合、その治療費も支援の対象になるのでしょうか。 

（いわき市からの避難者） 

 「甲状腺検査サポート事業」は、原則として次の①から③の全ての

項目に該当している方が対象となります。 

 ①県民健康調査甲状腺検査を受けている方 

 ②県民健康調査の二次検査において、甲状腺しこり等（結節性病変）   

があり、経過観察や治療を医師から勧められている方 

③甲状腺検査二次検査実施医療機関又はその医療機関から紹介の 

  あった医療機関に通院・入院している（していた）方 

（福島県） 

19 北海道 

娘が近くの病院で、自費で甲状腺検査をしました。

その際、異常が見つかりました。まだガン（悪性）と

診断された訳ではありませんが、ガンにならないと支

援の対象にならないのでしょうか。 

（福島市からの避難者） 

 「甲状腺検査サポート事業」は、福島県が実施している甲状腺検査

を受診していることが支援金交付の前提です。対象者は、甲状腺検査

二次検査で甲状腺しこり等（結節性病変）があり、経過観察や治療を

医師から勧められ、甲状腺検査二次検査実施医療機関等で保険診療を

受けている方となります。              （福島県） 

20 北海道 

県民健康調査における甲状腺の検査について、今現

在検査を受けている（指定外の）病院での結果も判断

の材料にしてほしい。 

（郡山市からの避難者） 

 県民健康調査甲状腺検査においては、高度かつ安定した検査精度を

確保するため、検査機関として指定する医療機関には、甲状腺学会等

に属している常勤・非常勤の専門医が勤務していること等を求めてい

ます。 

 甲状腺検査が始まった当初は県外で７１機関が指定されていました

が、徐々に増えており、現在は９８機関（http://fukushima-mima

mori.jp/thyroid-examination/schedule-outside/media/inspect

ion-list-outside-the-prefecture.pdf）となっています。この指定機

関において、検査を受診して頂ければと思います。      （福島県） 

21 北海道 

資料の中に、総務省の全国避難者情報システムの登

録用紙と北海道のふるさとネットの登録用紙が入って

おり、札幌市からも（同様の主旨の）資料が届いてい

ますが、これは、一本化できないのでしょうか。 

（郡山市からの避難者） 

札幌市が進める支援情報提供の仕組み「震災避難者への生活支援ネ

ットワーク」に登録いただければ、北海道避難者サポート登録制度 

「ふるさとネット」及び「全国避難者情報システム」にも登録される

仕組みになっております。 

道内他の市町村に避難されている方には、「ふるさとネット」へのご

登録をお願いしています。              （北海道） 

22 山形 

平成29年3月までに借り上げ住宅支援が打ち切られ

ます。その後、個別の事情を勘案して対応と説明され

ていますが、個別になる、支援を受けるハードルが高

くなると認識しています。個別対応とは、個別に事情

を伺って対応しないということではないでしょうか。 

（南相馬市からの避難者） 

民間賃貸住宅居住への補助については多くの皆様から要望を頂いて

おります。借り上げ住宅については1年延長としましたが、皆様から

は1年延長では見通しが立たないという声が多く、新たな支援策での

民間賃貸補助については複数年の支援の方向で検討を進めていきたい

と考えております。また補助率や所得制限なども同様に検討を進め、

なるべく早期に皆様にお知らせすることができるよう努力してまいり

ます。                                               （福島県） 

23 山形 

平成29年4月以降は災害救助法から外れることに

なるとのことですが、それ以降の支援について、福島

県は復興庁に何らかの支援について働きかけを行って

いるのでしょうか。   （福島市からの避難者） 

 支援施策については、復興庁とも相談し進めてきました。 

（福島県） 

  

復興庁としても、被災者に寄り添いながら、今後、福島県とも対話

しつつ、新たな取組への支援について、検討してまいります。 

（復興庁） 

  

http://fukushima-mimamori.jp/thyroid-examination/schedule-outside/media/inspection-list-outside-the-prefecture.pdf
http://fukushima-mimamori.jp/thyroid-examination/schedule-outside/media/inspection-list-outside-the-prefecture.pdf
http://fukushima-mimamori.jp/thyroid-examination/schedule-outside/media/inspection-list-outside-the-prefecture.pdf
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№ 会場 質問・要望 回 答 

24 沖縄 

借り上げが終わるとしても、なるべく同じ地域に住

み続けられ、楽しく学校に通えるような支援をいただ

けるとありがたいです。  （いわき市からの避難者） 

 新たな支援策による民間賃貸住宅家賃への支援については、避難さ

れている方がご自身で選択していただいた民間の賃貸住宅を対象とす

る方向で検討を進めていきたいと考えております。     （福島県） 

25 沖縄 

まだ全ての地域が１ミリシーベルト／年を下回って

いないと思いますが、それにもかかわらず避難する状

況ではないと明記することは如何なものでしょうか。 

（福島市からの避難者） 

 事故から４年経過する中で、線量は低下し、避難指示区域における

将来的な長期目標にすら達しつつある状況であることから、避難指示

が出ていない地域はなおさら避難する状況ではなくなっており、原子

力規制庁からも同様の見解を頂いております。      （復興庁） 

26 京都 

 そもそも、帰還させる意図は何でしょうか。原発事

故は終息しておらず、除染の効果も見られません。帰

還先での防護策も示されず、我々県外避難者の関与の

枠組みがありません。     （南相馬市からの避難者） 

 今回公表した新たな支援策は、福島県に帰還する方への移転費用の

支援だけではなく、民間賃貸住宅家賃への支援など帰還せずに避難先

に留まる方に対する支援もあわせて行うことを想定しています。 

（福島県） 

27 京都 

この支援策に移行するにあたって、2年後までの除

染達成目標はどれくらいでしょうか。 

（南相馬市からの避難者） 

 国直轄除染地域及び市町村除染地域においては、除染実施計画に基

づき、平成28 年度末までを目標に除染を進めています。  

（福島県） 

28 京都 

この支援策には、健康の『調査』と心のケアが支援

策として書かれていますが、医療の確保はこの2年間

にどのように進めるのでしょうか。 

（南相馬市からの避難者） 

福島県では、県民健康調査やホールボディカウンターによる内部被

ばく検査により、今後も、長期にわたり県民の健康を見守り、将来に

わたる健康の維持・増進につなげていきたいと考えております。 

（福島県） 

29 京都 

福島県の食の風評被害を払しょくするためにも、避

難者のいる都道府県の児童福祉施設での放射性物質検

査機器設置の拡充を図ってください。 

（南相馬市からの避難者） 

 本県においては、県内児童福祉施設等における給食食材検査を実施

しています。なお、流通する食品の安全性につきましては、別途確保

されているものと考えております。                  

（福島県） 

30 京都 

学校給食の安心確保の観点から進められている放射

性物質の検査に対する支援を、速やかに広げてくださ

い。京都府下では、予算がないため実施していない自

治体がほとんどです。 

（南相馬市からの避難者） 

福島県の学校給食用食材の放射性物質検査は、学校の設置者である

市町村の判断で実施しております。          （福島県） 

 

学校給食に使われる食材を含め、食品中の放射性物質の検査は、厚

生労働省の定めたガイドラインに照らして、都道府県等において出荷

段階に計画的なモニタリング検査を実施しています。また、基準を超

えるものが検出されれば、検査を頻繁に行う等の対応をしています。 

さらに、学校給食については、児童生徒や保護者のより一層の安心

を確保するという観点から、福島県等10県の学校給食において放射

性物質を測定するための検査を実施し、その結果をHP で公表してい

ます。なお、国の委託事業で行ってきた学校給食のモニタリング検査

の結果では、基準値を上回るような値は検出されていません。 

（文部科学省） 

31 京都 

こどもたちの自然体験活動等を通じた心身健康の保

持に関する福島県および近隣都県外での支援策を早急

に打ち出してください。 

（南相馬市からの避難者） 

子どもたちの自然体験活動や交流活動を行う団体に対し、「ふくしま

っ子自然体験・交流活動支援事業」を実施しております。県外に避難

されている方々も、条件を満たすことにより、福島県内での活動が利

用対象となります。詳しい事業内容については、福島県教育庁社会教

育課ホームページ (http://www.syakai.fks.ed.jp/)に公表されてお

りますので、ご確認ください。            （福島県） 

32 京都 

みなし仮設住宅は、京都府下では、古い建物がほと

んどですがプレハブではありません。一律に災害救助

去の対応に準じて切り捨てせず、京都府や市に支媛延

長のための財政措置をしてください。 

（南相馬市からの避難者） 

新たな支援策については現在検討中であり、早急にお示しできるよ

う努めてまいります。 

（福島県） 

  

http://www.syakai.fks.ed.jp/


5 
 

№ 会場 質問・要望 回 答 

33 京都 

情報支援事業は、今までにどこで何か所行い、どの

ような意見が出て、どのような返答がなされたのでし

ょうか。 

（田村市からの避難者） 

「県外自主避難者等への情報支援事業」は、平成25年度４箇所、

平成２６年度・２７年度８箇所で実施されております。詳細及びこれ

までの説明会・交流会において参加者の皆さまからお寄せいただいた

主なご質問・ご要望については復興庁ホームページ（http://www.r

econstruction.go.jp/topics/main-cat2/20131015132850.h

tml）に公表されておりますので、ご確認下さい。    （復興庁） 

34 京都 

上記の予算はどの位なのでしょうか。また、どの資

金が使われているのでしょうか。 

（田村市からの避難者） 

「県外自主避難者等への情報支援事業」の予算は以下の通りです。 

平成25年度 ０．３億円 復興調整費  

平成26年度   １億円 復興特別会計 

平成27年度   １億円 復興特別会計      （復興庁） 

35 京都 

帰還政策が主な事業の形を取っていますが、自主避

難者への施策は何がありどの位の予算であるのでしょ

うか。 

（田村市からの避難者） 

自主避難者向けの施策（子ども被災者支援法関連施策）については、

復興庁ホームページに公表されておりますので、ご確認下さい。 

・子ども被災者支援法関連施策について 

http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat2/kodom

oH27yosan.pdf 

・ 子ども被災者支援法基本方針施策取り纏め 

http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat2/2013

1011ichiran.pdf                  （復興庁） 

36 京都 

要介護者も帰還を希望している人もいますが、その

人たちが帰還できる環境は整っているのでしょうか。

福祉の環境の整備とセットが行うことが必要ではない

でしょうか。2010年と比較して2014年の解除にな

ったところの、福祉の実態を教えて下さい。 

（田村市からの避難者） 

田村市、川内村における避難指示が解除された区域の医療、福祉施

設に関して、2010年と現在を比較した場合、震災前と全く同じ施設

が再開しており、福祉の環境は既に整っております。 

（復興庁） 

37 京都 

2017年3月で除染を終了すると政府は話していま

すが、それで年間1ミリシーベルトに下がるのでしょ

うか。下がらない所に子供を返すのでしょうか。 

（田村市からの避難者） 

放射線物質汚染対処特措法に基づき、国が主体となって除染を進め

る「除染特別地域」において、既に除染作業が終了している地域もあ

りますが、2016年度内の終了を目指しています。 

除染作業による放射線量の低減目標は設定していませんが、除染、

モニタリング、食品の安全管理、健康不安対策等の総合的な対策によ

る放射線防護の長期目標として、個人が受ける追加被ばく線量が年間

１ミリシーベルト以下になることを目指しているところです。 

なお、この個人が受ける追加被ばく線量が１ミリシーベルトという

数値は「これ以上被ばくすると健康に影響が生じる」という限度を示

すものではなく、「安全」と「危険」の境界線を意味するものでもあり

ません。                  （復興庁・環境省） 

38 京都 

2021年3月で、復興庁は解散する予定でいるとの

事ですが、どのような福島県の状態を考えているので

しょうか。2021年までの、ロードマップを教えてほ

しい。 

（田村市からの避難者） 

復興庁は2011年12月9日に成立した復興庁設置法第21条により、

震災発生から10年となる2021年3月31日までに廃止することとさ

れています。 

これまで累次にわたり講じてきた加速化措置等の結果、特に地震・津

波被災地を中心として、復興は着実に進展しており、復興は新たなス

テージを迎えています。他方、原子力事故災害被災地域においては、

避難指示の影響等により長期の事業が予想されるので、10年以内の

復興完了は難しい状況にあります。復旧から本格復興・再生の段階に

向けて、国が前面に立って引き続き取り組んでまいります。（復興庁） 

39 京都 

自主避難した人は福島県人ではないが如く唯一の支

援である住宅支援も打ち切られようとしています。自

主避難した人は、福島県人ではないのでしょうか。 

（田村市からの避難者） 

避難指示区域以外からの避難者に対する平成29年4月以降の取扱

については、除染の進捗、食品の安全性の確保等生活環境が整いつつ

ある中、災害救助法に基づく応急救助から、県による新たな支援策へ

移行していくこととしております。          （福島県） 

※ホームページアドレスを記載していますが、ホームページをご覧になれない方に関しましては、受託事業者にご一報ください。 

http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat2/20131015132850.html
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